
​法人会員（ベーシック／プレミアム）特典について​

​１，会費の位置づけ​
​　法人会員の会費は、一般社団法人 地域文化振興機構（以下「当機構」といいます）の理念および活動​
​（資格認定、地域活性化・施設活性化支援、教育・出版等）に賛同いただく法人・団体からの協賛金として​
​位置づけています。​

​２，会費および口数​
​　法人会員の会費・口数は次のとおりです。​

​　・法人ベーシック会員​
​　　年会費：98,000円／口​
​　・法人プレミアム会員​
​　　年会費：150,000円／口​

​　※いずれの区分も、1口につき最大10名までを対象社員・職員として登録できます。​
​　※2口以上ご契約いただくことで、対象社員数を10名単位で追加することができます。​

​３，資格名・ロゴ使用に関する特典​
​　1）法人名・部署名・担当者名等において、当機構が定める範囲で以下の表示が可能です。​
​　　・当機構の認定資格名​
​　　・当機構が定めるロゴマーク等​

​　2）使用可能な媒体例​
​　　・自社ウェブサイト​
​　　・名刺・職員証​
​　　・会社案内パンフレット、提案書・企画書 等​

​　3）使用時は、当機構が別途定める「ロゴ・資格名使用ガイドライン」に従ってください。​

​４，認定講座の受講特典（所属社員限定）​
​　法人会員に所属する社員・職員の方は、当機構の認定資格を、次の特別価格で受講できます。​

​　・地域文化資源活用アドバイザー​
​　　正規価格：12,870円​
​　　法人会員価格：10,940円（約15％割引）​

​　・地域文化資源マネジメント士​
​　　正規価格：56,900円​
​　　法人会員価格：48,365円（約15％割引）​

​　※法人ベーシック会員・法人プレミアム会員ともに同一の法人会員価格が適用されます。​
​　※1口につき10名まで対象社員・職員として登録でき、登録者には上記特別価格を適用します。​
​　※口数を増やすことで、対象社員数の上限を拡大できます。​



​５，社員の個人会員費について​
​　法人会員に登録された社員・職員は、個人ベーシック会員としての年会費が無料となります。​
​　・対象​
​　　法人会員1口あたり最大10名の対象社員・職員​
​　・内容​
​　　上記の対象社員は、個人ベーシック会員と同等の特典（資格名・ロゴ使用、会員価格での​
​　　イベント参加、セミナー・WEB記事視聴、メールマガジン受信等）を利用できます。​
​　・対象社員の入れ替え​
​　　事務局への届出により、年度途中でも対象社員の入れ替えが可能です。​
​　 （回数やタイミングについては事前にご相談ください）​

​６，イベント・セミナー等への参加特典​
​　法人会員に所属の社員・職員は、当機構主催のイベント・講座に会員価格にて参加できます。​

​７，ウェブサイトやメールマガジンでのお取り組み・求人等の配信特典​
​　当機構の会員サイト・メールマガジン等で貴社の取り組み・サービス等を紹介できます。​
​（年1回まで無料実施可、2回目以降は別途有料）​

​８，法人プレミアム会員専用特典​
​　法人プレミアム会員には、専用特典として上記に加え可能な範囲で次項の支援もいたします。​

​　1）事業支援・事業連携​
​　　・機構HPや会員専用サイトでの紹介、取引・見込み顧客のご紹介​
​　　   事業参画(企画支援、タイアップ企画)、自治体・他団体との協働に向けた情報共有　など​

​2）優先紹介による認知向上​
​　　・機構の発行物やセミナー、講座等での優先紹介​
​　　・当機構が発行するウェブ記事・メールマガジン・冊子等における優先掲載など​
​　　　※タイミングや内容については、事前相談のうえ決定します。​

​　3）メールマガジンでの情報発信枠の拡大​
​　　・法人プレミアム会員：年2回まで無料​
​　　（3回目以降は別途有料にてご相談）​

​　改定日：2025年12月1日​

​法人会員へのお申し込みは、以下のフォームよりお願いいたします。​

​https://chiiki-bunka-shinkokiko.com/apply_corporate/​

https://chiiki-bunka-shinkokiko.com/apply_corporate/

